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徳島大学教職員労働組合 

中央執行委員長 今井 晋哉 

徳島大学における労働実態把握のための資料提供依頼 

 

拝啓 

徳島大学の発展のために日々ご尽力のことと拝察いたします。 

さて例年、時間外労働の削減へ向けての基礎資料として、事務と病院（医員・研修医・修

練歯科医）の部署別・診療科別の残業時間等についての資料、看護師の中途退職者数・夜勤

日数・年休取得のデータをご提供いただいております。昨年から、正規職員について年休取

得 5 日の義務付けが始まったことから、事務職員の部署別の年休取得数につきましても、

データをいただければ幸いです。また、看護師の病棟別残業時間のデータもいただけました

ら幸いです。 

なお、「年休取得最低 5 日」については、それを達成できなかった職員が何人いるのか、

それに対する労基署の指導はどのようなものであったのか（罰金の支払いが命令されたの

か否か）についてもご教示いただければと思います。 

ご多忙のところまことに恐縮ですが、おおむね一か月以内程度でご回答いただけますよ

う、お願い申し上げます。国の「働き方改革」により、長時間労働の是正が社会問題となっ

ている現在、組合としましても適切な労働環境の実現に尽力する所存です。 

敬具 

 

 

記 

 

事務職員、医員・研修医・修練歯科医について、2019年度（2019年 4月～20年 3月）の、 

1) 事務の部署、病院の診療科別の残業時間の月々の平均値・最大値 

2) 事務の部署、病院の診療科別、月別の特別条項適用者数 

3) 特別条項適用の理由（なるべく具体的に） 

4) 上記理由に即し、特別条項適用事例を減少させるための改善策として実施する予定

の対策（なるべく具体的に） 

5) 事務の部署、病院の診療科別の年休取得数の最大値と最小値と平均値。 

6) 年休取得数が 5日に満たなかった者の人数と、それに対する労基署の指導内容。 

看護師について、2019年度（2019年 4月～20年 3月）の、 

1） 中途退職者（定年ないし任期満了以外の理由による退職者）の人数。 

2） 病棟別の月々の夜勤（準夜勤を含む）の 1人当たりの平均回数（夜勤を担当してい

ない者は分母から除く）と、最大回数。 

3） 病棟別・月別の看護部職員数 

4） 病棟別の年休取得数の最大値と最小値と平均値。 

5） 病棟別の残業時間の月々の平均値・最大値 

6） 年休取得数が 5日に満たなかった者の人数と、それに対する労基署の指導内容。 

 

以上 


